
目

次

公

告

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
一

公
安
委
員
会

○
青
森
県
警
察
勤
務
管
理
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入

札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会

計

課
）
…
七

○
青
森
県
警
察
県
内
Ｗ
Ａ
Ｎ
端
末
等
賃
貸
借
契
約
（
Ｒ
七
・
二
〇
二
五
）

に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
九

公

告

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
七
年
六
月
三
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
一
括
方
式
）

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第58号令和７年６月30日 月曜日

青
森
県
報

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

間
山
一
矢

青
森
市

青
森
市

上
野

有
原

161番
1

株
式
会
社
佐
藤

農
園

青
森
市

青
森
市

荒
川

品
川

169番
1
ほ
か
9

筆

工
藤
隆
正

青
森
市

青
森
市

新
城

福
田

113番
1
ほ
か
1

筆

工
藤
隆
正

青
森
市

青
森
市

飛
鳥

岸
田

243番

木
立
忠
徳

青
森
市

青
森
市

内
真
部
平
岡

148番
ほ
か
7

筆

阿
保
正
明

青
森
市

青
森
市

新
町
野
菅
谷

68番

赤
田
千
衣
子
青
森
市

青
森
市

清
水

浜
元

327番
1
ほ
か
2

筆

千
葉
眞
一

青
森
市

青
森
市

駒
込

前
田

3番
1

ほ
か
1

筆

穴
水
行
憲

青
森
市

青
森
市

岡
町

舟
岡

16番

穴
水
行
憲

青
森
市

青
森
市

岡
町

舟
岡

7番
1

ほ
か
4

筆

穴
水
行
憲

青
森
市

青
森
市

岡
町

舟
岡

8番
1

ほ
か
6

筆

葛
西
裕
正

青
森
市

青
森
市

荒
川

松
尾

243番

堀
内
俊
春

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
下
十

川
扇
田

215番

堀
内
俊
春

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
女
鹿

沢
赤
茶

197番
ほ
か
1

筆

堀
内
俊
春

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
本
郷
平
田

205番
ほ
か
1

筆

工
藤
雅
章

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
吉
野

田
吉
野

904番

号
外
第
五
十
八
号

令
和
七
年

六
月
三
十
日

（
月
曜
日
）
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工
藤
充
郎

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
吉
野

田
平
野

22番
49
ほ
か
2

筆

工
藤
充
郎

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
吉
野

田
平
野

294番
1

工
藤
透

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
樽
沢
新
里

88番
1
ほ
か
7

筆

工
藤
清
司

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
樽
沢
新
里

20番

葛
西
誠
也

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
女
鹿

沢
西
富
田
322番

ほ
か
1

筆

田
中
幸
雄

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

薬
師
野
家
岸

58番
1

新
岡
博

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

小
湊

家
ノ
下
104番

伊
瀨
茂
光

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

福
館

木
田
橋
76番

ほ
か
1

筆

片
山
徹
也

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

東
田
沢
大
館

14番
ほ
か
1

筆

片
山
徹
也

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

東
田
沢
野
内
畑

前
田

18番

片
山
徹
也

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

東
田
沢
田
ノ
沢
6番

株
式
会
社
マ
ル

サ
ン
フ
ァ
ー
ム
東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

福
館

大
久
保
80番

ほ
か
1

筆

株
式
会
社
マ
ル

サ
ン
フ
ァ
ー
ム
東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

福
館

大
久
保
82番
1
ほ
か
1

筆

株
式
会
社
マ
ル

サ
ン
フ
ァ
ー
ム
東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

小
湊

和
田

151番
ほ
か
1

筆

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

浜
子

堀
替

377番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

217番
の
う
ち

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

田
茂
木
家
岸

90番
の

う
ち

ほ
か
1

筆

弘
果
総
合
研
究

開
発
株
式
会
社
弘
前
市

弘
前
市

小
沢

前
沢

128番
2
ほ
か
3

筆

農
事
組
合
法
人

弘
前
東
部
地
区

営
農
組
合

弘
前
市

弘
前
市

乳
井

長
橋

61番
1

農
事
組
合
法
人

弘
前
東
部
地
区

営
農
組
合

弘
前
市

弘
前
市

薬
師
堂
岡
本

176番
ほ
か
3

筆

農
事
組
合
法
人

弘
前
東
部
地
区

営
農
組
合

弘
前
市

弘
前
市

乳
井

石
田

187番
ほ
か
5

筆

農
事
組
合
法
人

弘
前
東
部
地
区

営
農
組
合

弘
前
市

弘
前
市

乳
井

大
清
水
160番

1

農
事
組
合
法
人

滝
本
水
稲
生
産

組
合

平
川
市

平
川
市

小
杉

扇
田

31番
ほ
か
1

筆

田
澤
秋
雄

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
平
川
市

新
山

早
稲
田
92番

エ
フ
・
ベ
ー
ス

株
式
会
社

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

中
野
目
前
田
東
13番

エ
フ
・
ベ
ー
ス

株
式
会
社

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

柏
木
堰
南
亀
田
94番
2

株
式
会
社
ア
グ

リ
ー
ン
ハ
ー
ト
黒
石
市

南
津
軽
郡

藤
崎
町

福
島

萢
頭

1番
ほ
か
7

筆

對
馬
紘
一

南
津
軽
郡
大
鰐
町
南
津
軽
郡

大
鰐
町

八
幡
館
泉
田

81番
ほ
か
2

筆

白
戸
卓
郎

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
前
田
屋

敷
南
一
本

柳
179番

1
ほ
か
1

筆

田
澤
農
志

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
諏
訪
堂
松
岡

110番

田
澤
農
志

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
大
袋

前
田

7番
1

須
藤
和

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
豊
蒔

森
越

23番
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須
藤
和

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
豊
蒔

森
越

9番
ほ
か
4

筆

齋
藤
有
希

黒
石
市

南
津
軽
郡

田
舎
館
村
畑
中

新
田

20番
2
ほ
か
2

筆

佐
々
木
久
子
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
田
舎
舘
前
川

230番
1
ほ
か
3

筆

株
式
会
社
ラ
イ

ス
フ
ァ
ク
ト

リ
ー

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
和
泉

上
種
本
10番

ほ
か
1

筆

鈴
木
哲
也

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
東
光
寺
長
田

23番
2
ほ
か
2

筆

佐
々
木
幸
雄
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

沖
田
面
長
野

126番
1

加
納
良
介

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

埖
渡

小
渡

25番
3

の
う
ち

有
限
会
社
山
金
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

苫
米
地
上
五
反

田
78番

有
限
会
社
山
金
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

苫
米
地
上
五
反

田
89番

佐
藤
幸
雄

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
南

部
町

福
田

舘
先

47番
ほ
か
2

筆

工
藤
孝
志

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

上
名
久

井
長
尾
下

川
原

1番
11

ほ
か
2

筆

有
限
会
社
川
広

商
店

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

下
名
久

井
梵
纏

36番

有
限
会
社
山
金
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

苫
米
地
山
道

15番
1

川
守
田
雄
一
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

剣
吉

五
合
田
11番
1

對
馬
兼
宏

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

鶴
田

大
泉

565番
1
ほ
か
3

筆

小
野
寺
昭
吾
北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

山
道

小
泉

322番
ほ
か
5

筆

小
野
寺
昭
吾
北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

山
道

小
泉

324番
の
う
ち

坂
本
安
仁

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

大
巻

柳
葉

524番
1
ほ
か
8

筆

齋
藤
拓
磨

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

鶴
田

押
上

330番
1
ほ
か
1

筆

鈴
木
秀
美

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

鶴
田

沖
津

270番
1
ほ
か
1

筆

株
式
会
社
秋
庭

フ
ァ
ー
ム

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

木
筒

星
田

339番
1
ほ
か
1

筆

山
谷
清
之
助
つ
が
る
市

北
津
軽
郡

鶴
田
町

妙
堂
崎
平
沼

43番
ほ
か
1

筆

青
山
光
明

北
津
軽
郡
中
泊
町
北
津
軽
郡

中
泊
町

今
泉

神
山

231番
1
ほ
か
1

筆

外
﨑
金
義

北
津
軽
郡
中
泊
町
北
津
軽
郡

中
泊
町

宮
野
沢
蛍
澤

68番
1
ほ
か
1

筆

外
﨑
金
義

北
津
軽
郡
中
泊
町
北
津
軽
郡

中
泊
町

宮
野
沢
蛍
澤

139番
1
ほ
か
3

筆

外
﨑
幸
治

北
津
軽
郡
中
泊
町
北
津
軽
郡

中
泊
町

宮
野
沢
蛍
澤

259番
3
ほ
か
1

筆

川
口
博

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
稲
吉

121番
1

95

立
崎
信
隆

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

森
田

179番
ほ
か
2

筆

畑
山
昭
雄

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

南
川
原
218番

小
原
昇

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
佐
井
幅
260番

1
ほ
か
3

筆

畑
山
修

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
西
小
稲
153番

1

宮
本
真
吾

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

客
僧
田
52番

ほ
か
1

筆

小
林
る
り
子
十
和
田
市

十
和
田
市
沢
田

長
根

429番
ほ
か
3

筆

小
田
正
喜

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

高
清
水
78番
16

5
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小
原
昇

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

南
平

339番
1
ほ
か
1

筆

株
式
会
社
齊
下

商
店

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

井
戸
頭
144番

3
18

高
森
春
子

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

高
見
下
263番

株
式
会
社
齊
下

商
店

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

井
戸
頭
183番

1

小
笠
原
聡

十
和
田
市

十
和
田
市
伝
法
寺
泉
田
向
134番

高
森
春
子

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

高
見
下
254番

小
原
昇

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

高
清
水
181番

1

沢
目
公
宏

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

相
内

393番
ほ
か
4

筆

小
笠
原
通
則

栄
十
和
田
市

十
和
田
市
八
斗
沢
家
ノ
下
293番

1
の
う
ち
ほ
か
2

筆

株
式
会
社
ア
グ

リ
ー
ン

十
和
田
市

十
和
田
市
伝
法
寺
荊
窪

5番
24

株
式
会
社
ア
グ

リ
ー
ン

十
和
田
市

十
和
田
市
伝
法
寺
荊
窪

5番
8

苫
米
地
文
亮
十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

箕
輪
川

原
127番

ほ
か
3

筆

野
月
栄
輝

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

後
野

444番
1

畑
山
春
美

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

上
後
平
60番
1

小
山
田
悦
夫
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
一
本
木

沢
118番

1

小
山
田
悦
夫
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
一
本
木

沢
118番

2

下
佐
賢
悦

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
西
金
崎
438番

ほ
か
3

筆

小
笠
原
親
志
十
和
田
市

十
和
田
市
伝
法
寺
瀬
張
坂
101番

1
ほ
か
4

筆

太
田
浩
司

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

樋
口

288番

有
限
会
社
小
向

商
事

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

1
835

ほ
か
3

筆

有
限
会
社
小
向

商
事

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

1
915

ほ
か
1

筆

田
面
木
志

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
1378番

ほ
か
4

筆

株
式
会
社
サ
ウ

ザ
ン
ド
リ
ー
フ
三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

5600番

浪
岡
仁
志

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
1995番

ほ
か
2

筆

株
式
会
社
西
村

牧
場

八
戸
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

2
519

株
式
会
社
西
村

牧
場

八
戸
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

1
934

ほ
か
1

筆

株
式
会
社
西
村

牧
場

八
戸
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

2
520

ほ
か
2

筆

株
式
会
社
西
村

牧
場

八
戸
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

2
029

ほ
か
1

筆

有
限
会
社
小
向

商
事

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

2
043

ほ
か
1

筆

有
限
会
社
小
向

商
事

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

1
864

有
限
会
社
小
向

商
事

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

1
875

ほ
か
1

筆

織
笠
大
輔

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
2094番

ほ
か
1

筆

村
山
俊
春

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
1833番

太
田
聡
史

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

6792番
1



（ ）5 青 森 県 報 号外第58号令和７年６月30日 月曜日
金
崎
英
世

上
北
郡
六
戸
町

三
沢
市

古
間
木
3丁
目

251番
3

二
ツ
森
均

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

蟹
田

141番
ほ
か
3

筆

荒
谷
清
隆

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

川
目

55番

荒
谷
清
隆

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

川
目

63番

荒
谷
清
隆

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

川
目

58番
ほ
か
1

筆

村
山
玲
央

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

下
角

12番
1
ほ
か
4

筆

高
松
誠

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

有
戸
鳥

井
平

291番

沼
山
光
好

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

向
田

71番
ほ
か
1

筆

木
村
徳
美

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

向
田

106番
4
ほ
か
1

筆

木
村
徳
美

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

向
田

157番

木
村
徳
美

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

向
田

75番
12

2

毛
利
宏
孝

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

小
沢
平
204番

3

鳴
海
拓
哉

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

有
戸
鳥

井
平

281番
3

福
士
重
光

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

小
沢
平
200番

1

福
士
重
光

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

向
田

153番

福
士
重
光

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

小
沢
平
133番

ほ
か
3

筆

横
田
昌
康

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

向
田

156番
1

横
田
昌
康

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

向
田

159番
1

附
田
浩
平

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

寺
沢
前
84番
1

附
田
晃
弘

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

卒
古
沢

南
平

61番

原
子
正
志

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

天
間
舘

大
沢

142番
1
ほ
か
2

筆

上
原
子
春
治
上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

柳
平

318番
1

の
う
ち
ほ
か
2

筆

中
野
渡
勝
輝
上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

荒
屋

260番

増
山
政
敏

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

中
田

51番
55

の
う
ち
ほ
か
7

筆

瀬
川
左
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

倉
岡

3番
1

ほ
か
12

筆

坪
誠

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

金
沢
平
201番

1
ほ
か
2

筆

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

後
平

72番
1
ほ
か
1

筆

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

後
平

148番
2
ほ
か
2

筆

株
式
会
社
こ
さ

か
農
産

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

鉢
森
平
596番

有
限
会
社
瀬
川

農
場

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

上
志
多
51番
1
ほ
か
6

筆

有
限
会
社
瀬
川

農
場

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

上
志
多
51番
3

株
式
会
社
鳥
谷

部
ラ
イ
ス
セ
ン

タ
ー

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

野
崎
境

田
51番
2
ほ
か
1

筆

株
式
会
社
鳥
谷

部
ラ
イ
ス
セ
ン

タ
ー

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

野
崎

50番
1
ほ
か
1

筆
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（ ）6青 森 県 報 号外第58号令和７年６月30日 月曜日
株
式
会
社
鳥
谷

部
ラ
イ
ス
セ
ン

タ
ー

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

野
崎
境

田
5番

ほ
か
1

筆

有
限
会
社
原
幸

運
送

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

寺
沢
前
19番
44
ほ
か
1

筆

有
限
会
社
原
幸

運
送

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

金
沢
平
186番

1
ほ
か
7

筆

半
崎
徹

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

野
崎
境

田
49番

ほ
か
3

筆

二
ツ
森
正
義
上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

二
ツ
森

家
ノ
後
140番

ほ
か
2

筆

附
田
廣
志

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

鉢
森
平
700番

ほ
か
1

筆

附
田
廣
志

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

大
渡

288番
1
ほ
か
4

筆

有
限
会
社
瀬
川

農
場

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

後
平

1294番
ほ
か
1

筆

株
式
会
社
二
ツ

森
フ
ァ
ー
ム

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

二
ツ
森

家
ノ
後
116番

ほ
か
1

筆

株
式
会
社
八
甲

田
農
場

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

高
井
名
33番
1
ほ
か
6

筆

附
田
隆
三

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

下
タ
田
96番
1
ほ
か
1

筆

豊
川
修

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
若
宮

39番
1
ほ
か
3

筆

山
本
和
樹

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
坪
毛
沢
486番

1

佐
藤
真
悟

十
和
田
市

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
四
木

77番
20

5

有
限
会
社
エ
コ

フ
ァ
ー
ム

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
根
古
橋
12番
10

有
限
会
社
エ
コ

フ
ァ
ー
ム

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
根
古
橋
257番

小
山
田
訓

十
和
田
市

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
高
舘

77番
11

7
ほ
か
2

筆

豊
川
修

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
下
川
原
117番

沼
田
泰
昭

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
坪
毛
沢
178番

1

沼
田
泰
昭

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
南
平

88番
ほ
か
2

筆

沼
田
泰
昭

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
坪
毛
沢
176番

久
田
恒
志

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
坪
毛
沢
165番

2

有
限
会
社
エ
コ

フ
ァ
ー
ム

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
坪
毛
沢
461番

1
ほ
か
3

筆

砂
渡
伸
一

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
千
刈
田
29番
5

山
崎
勇
人

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
洗
平

52番
1
ほ
か
11

筆

山
崎
勇
人

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
洗
平

99番
の

う
ち

ほ
か
1

筆

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

泉
讓

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

藤
崎

南
豊
田
5番
13

ほ
か
8

筆

村
元
福
太
郎
黒
石
市

南
津
軽
郡

田
舎
館
村
畑
中

下
川
原
170番

1

小
原
昇

十
和
田
市

十
和
田
市
沢
田

筒
場

99番
ほ
か
1

筆

土
嶺
要

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
間
遠
地
179番

中
沢
豊

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

松
森

91番
1

の
う
ち
ほ
か
1

筆

株
式
会
社
齊
下

商
店

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

後
野

230番
1



公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
勤
務
管
理
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

青
森
県
警
察
本
部
長

小
野
寺

健

一

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件
の
賃
貸
借
期
間
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
構
築
、
設
定
、
保
守
等
を
含
む
賃
貸
借

料
と
し
、
そ
の
仕
様
等
は
入
札
説
明
書
の
と
お
り
と
す
る
。

青
森
県
警
察
勤
務
管
理
シ
ス
テ
ム

一
式

二

賃
貸
借
期
間

令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
こ
の
契
約
に
係
る
予

算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ

と
が
あ
る
。

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
五
年
六
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
又
は
令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一

の
規
定
に
よ
り
、
電
子
計
算
組
織
に
係
る
も
の
の
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ

れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

警
察
当
局
か
ら
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
を
支
配
す
る
事
業
者
若
し
く
は

こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
る
と
し
て
地
方
公
共
団
体
発
注
業
務
等
か
ら
排
除
要
請
が
あ
り
、
当
該

排
除
要
請
が
継
続
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

納
入
す
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
青
森
県
警
察
本
部
で
示
し
た
仕
様
を
満
た
す
こ
と
及
び
履

行
体
制
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
三
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
時
期
等

㈠

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
令
和
七
年
七
月
二

十
五
日
午
後
三
時
ま
で
に
青
森
県
警
察
本
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申

請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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株
式
会
社
齊
下

商
店

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

井
戸
頭
144番

3
19

ほ
か
1

筆

附
田
德
昭

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

相
坂

156番
5
ほ
か
3

筆

小
山
田
繁
博
十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

相
坂

29番
8
ほ
か
29

筆

中
屋
敷
和
夫
十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

岩
船

31番
82
ほ
か
1

筆

ジ
ョ
イ
ン
ト
・

フ
ァ
ー
ム
株
式

会
社

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

戸
崎

101番
1

084
ほ
か
1

筆

ジ
ョ
イ
ン
ト
・

フ
ァ
ー
ム
株
式

会
社

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

戸
崎

101番
1

650
ほ
か
1

筆

ジ
ョ
イ
ン
ト
・

フ
ァ
ー
ム
株
式

会
社

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

戸
崎

101番
1

06

蛯
沢
孝
行

上
北
郡
東
北
町

上
北
郡
七

戸
町

赤
川
向
114番

1
ほ
か
6

筆

蛯
沢
孝
行

上
北
郡
東
北
町

上
北
郡
七

戸
町

榎
林
小

川
向

125番

蛯
沢
孝
行

上
北
郡
東
北
町

上
北
郡
七

戸
町

榎
林
小

川
向

134番
ほ
か
1

筆



㈡

㈠
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
調
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

五

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
調
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

入
札
書
の
提
出
期
限

令
和
七
年
八
月
十
八
日

午
前
十
時
二
十
分

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
二
階

会
議
室

令
和
七
年
八
月
十
八
日

午
前
十
時
三
十
分

六

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
と
す
る
。

七

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

賃
貸
借
期
間
中
初
年
度
の
契
約
金
額
（
翌
年
度
以
降
は
各
年
度
ご
と
の
契
約
金
額
）
の
百
分
の

五
以
上
の
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
部

又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
、
翌
年
度
以
降
の
各
年
度
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

１

保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

２

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
と
す
る
契
約

を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行

し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。

十

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
義
務
付

け
る
入
札
者
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
が
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入

札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
期
間
の

総
額
の
う
ち
二
か
月
分
に
相
当
す
る
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載

す
る
こ
と
。

４

契
約
金
額

落
札
価
格
を
も
っ
て
令
和
七
年
度
の
契
約
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
八
年
度
か
ら
令
和

十
一
年
度
の
各
年
度
の
契
約
金
額
は
、
落
札
価
格
に
十
二
を
乗
じ
た
額
を
二
で
除
し
て
得
た
額

（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
し
、

令
和
十
二
年
度
の
契
約
金
額
は
、
落
札
価
格
に
十
を
乗
じ
た
額
を
二
で
除
し
て
得
た
額
（
当
該

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
す
る
。
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青
森
県
警
察
県
内
Ｗ
Ａ
Ｎ
端
末
等
賃
貸
借
契
約
（
Ｒ
七
・
二
〇
二
五
）
に
係
る
一
般
競
争
入

札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

青
森
県
警
察
本
部
長

小
野
寺

健

一

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件
の
賃
貸
借
期
間
に
お
け
る
搬
入
、
設
置
、
保
守
、
撤
去
等
を
含
む
賃
貸
借
料

と
し
、
そ
の
仕
様
等
は
入
札
説
明
書
の
と
お
り
と
す
る
。

青
森
県
警
察
県
内
Ｗ
Ａ
Ｎ
端
末
等

一
式

二

賃
貸
借
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
こ
の
契
約
に
係
る

予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
除
す
る

こ
と
が
あ
る
。

三

設
置
場
所
等

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
五
年
六
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一
の

規
定
に
よ
り
、
Ｏ
Ａ
機
器
の
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ

と
。

３

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

警
察
当
局
か
ら
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
を
支
配
す
る
事
業
者
若
し
く
は

こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
る
と
し
て
地
方
公
共
団
体
発
注
業
務
等
か
ら
排
除
要
請
が
あ
り
、
当
該

排
除
要
請
が
継
続
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

納
入
す
る
機
器
等
に
つ
い
て
、
青
森
県
警
察
本
部
で
示
し
た
仕
様
を
満
た
す
こ
と
及
び
履
行

体
制
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
時
期
等

㈠

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
令
和
七
年
七
月
二

十
五
日
午
後
三
時
ま
で
に
青
森
県
警
察
本
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申

請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

㈠
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
調
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

六

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
調
度
係
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電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

入
札
書
の
提
出
期
限

令
和
七
年
八
月
十
八
日

午
前
十
時
五
十
分

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
二
階

会
議
室

令
和
七
年
八
月
十
八
日

午
前
十
一
時

七

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
と
す
る
。

八

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

賃
貸
借
期
間
中
初
年
度
の
契
約
金
額
（
翌
年
度
以
降
は
各
年
度
の
契
約
金
額
）
の
百
分
の
五
以

上
の
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
部
又
は

一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
、
翌
年
度
以
降
の
各
年
度
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

１

保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

２

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約

を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行
し

な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

九

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

十

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。

十
一

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
義
務
付

け
る
入
札
参
加
者
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
が
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し

た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税

事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
期
間
の
総
額
の
う
ち

五
月
分
に
相
当
す
る
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

契
約
金
額

落
札
価
格
を
も
っ
て
令
和
七
年
度
の
契
約
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
八
年
度
か
ら
令
和

十
二
年
度
の
契
約
金
額
は
、
落
札
価
格
に
十
二
を
乗
じ
た
額
を
五
で
除
し
て
得
た
額
（
当
該
金

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
し
、
令
和
十
三

年
度
の
契
約
金
額
は
、
落
札
価
格
に
七
を
乗
じ
た
額
を
五
で
除
し
て
得
た
額
（
当
該
金
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
す
る
。
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